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請求期限は、「平成20年3月31日まで」です。 

■対象者 
　戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成17年4月1日
において、公務扶助料や遺族年金等を受ける方がい
ない場合に次の順番による先順位のご遺族お一人に
特別弔慰金が支給されます。なお、額面等は第8回
特別弔慰金として額面40万円、10年償還の記名国債
が発行されます。 
１．弔慰金の受給権者 
２．戦没者等の子 
３．戦没者等と生計関係を有しており、かつ、戦没
者等の死亡以降、戦没者等の親族以外と婚姻、
養子になっていない①父母、 ②孫、③祖父母、
④兄弟姉妹 

４．上記3以外の①父母、 ②孫、③祖父母、④兄弟姉
妹 

５．上記1から4以外のご遺族（戦没者等の死亡時ま
でに引き続き1年以上生計関係を有していた方
に限ります） 

 
■請求の受付先 
市役所健康福祉課総合福祉係、内牧支所市民係、
波野支所市民係 

 
■持参するもの 
１．第6回、第7回特別弔慰金の国庫債券表紙または
裁定通知書　※受給された方のみ 

２．印鑑 
３．戸籍等の交付手数料 
４．公務扶助料、遺族年金等の証書番号、記号のわ
かる書類 

　　※平成11年4月1日～平成17年3月31日の間に年
　金受給者が失権した場合 

５．戦没者等のもとの身分、死因を証する書類 
　　※過去に弔慰金、年金給付を受けたことのない
　場合 

 
＜問い合わせ先＞ 健康福祉課総合福祉係 
　　　　　　　　 TEL 22－3167

恩
給
欠
格
者
、戦
後
強
制
抑

留
者
、引
揚
者
の
皆
さ
ま
へ 

交
通
遺
児
等
育
成
資
金
に

つ
い
て 

労
使
間
の
ト
ラ
ブ
ル
解
決

の
た
め
の
あ
っ
せ
ん
制
度

に
つ
い
て 

　
旧
軍
人
等
で
恩
給
等
を
受
け
て

い
な
い
恩
給
欠
格
者
、
戦
後
、
ソ

連
や
モ
ン
ゴ
ル
に
強
制
抑
留
さ
れ

た
方
、
終
戦
に
伴
い
本
邦
以
外
の

地
域
か
ら
引
揚
げ
て
こ
ら
れ
た
方

の
「
ご
本
人
」
に
あ
ら
た
め
て
慰

籍
の
念
を
表
す
た
め
、
内
閣
総
理

大
臣
名
の
特
別
慰
労
品
を
贈
呈
し

て
い
ま
す
。 

　
過
去
に
内
閣
総
理
大
臣
名
の
書

状
を
受
け
ら
れ
た
方
、
書
状
を
受

け
る
資
格
が
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、

請
求
さ
れ
て
い
な
い
方
も
対
象
で
す
。 

対
象
者
 

○
旧
軍
人
等
で
恩
給
等
を
受
け
て

い
な
い
恩
給
欠
格
者
の
方
 

○
戦
後
、
ソ
連
や
モ
ン
ゴ
ル
に
強

制
抑
留
さ
れ
た
方
 

○
終
戦
に
伴
い
本
邦
以
外
の
地
域

か
ら
引
き
揚
げ
て
こ
ら
れ
た
方
 

請
求
期
限
 

　
平
成
20
年
3
月
31
日
（
月
） 

請
求
書
類
設
置
場
所
 

市
役
所
健
康
福
祉
課
、
各
支
所

市
民
係
の
窓
口
 

問
い
合
わ
せ
先
 

独
立
行
政
法
人
平
和
記
念
事
業

特
別
基
金
 

　
�
0
1
2
0
‐
2
3
4
‐
9
3
3
 

　
平
成
20
年
度
の
ス
ポ
ー
ツ
安
全

保
険
の
加
入
受
付
を
3
月
か
ら
開

始
し
ま
す
。
子
ど
も
会
や
運
動
ク

ラ
ブ
な
ど
、5
人
以
上
の
団
体
で
あ

れ
ば
加
入
で
き
ま
す
。 

掛
金
（
一
人
年
額
） 

○
子
ど
も
の
団
体
A
 

5
0
0
円
 

○
子
ど
も
の
団
体
A
W
 1，

0
5
0
円
 

○
大
人
の
文
化
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・

　
地
域
活
動
の
団
体
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
0
0
円

○
大
人
の
ス
ポ
ー
ツ
を
す
る
団
体
 

　
　
　
　
　
　
　
1，
5
0
0
円
 

補
償
 

○
事
故
に
よ
る
死
亡
 2，

0
0
0
万
円
 

○
後
遺
障
害
 最

高
3，
0
0
0
万
円
 

○
入
院
 一

日
に
つ
き
4，
0
0
0
円
 

○
通
院
 

　
　
一
日
に
つ
き
1，
5
0
0
円
 

賠
償
責
任
 

○
対
人
　
　
　
　
　

　
　
一
億
円
 

○
財
物
　
　
　

　
　
5
0
0
万
円
 

○
突
然
死
　
　

　
　
1
6
0
万
円
 

問
い
合
わ
せ
先
 

財
団
法
人
ス
ポ
ー
ツ
安
全
協
会

熊
本
県
支
部
 

　
�
0
9
6
‐
2
1
3
‐
9
0
1
5
 

　
独
立
行
政
法
人
自
動
車
事
故
対

策
機
構
で
は
、
自
動
車
事
故
に
よ

り
保
護
者
が
死
亡
、
又
は
重
度
の

後
遺
障
害
（
自
賠
法
3
級
以
上
）

と
な
っ
た
被
害
者
の
家
庭
の
遺
児

な
ど
の
健
全
な
育
成
を
図
る
た
め
、

育
成
資
金
の
無
利
子
貸
付
け
を
行

っ
て
い
ま
す
。 

貸
付
対
象
者
 

0
歳
か
ら
中
学
校
卒
業
ま
で
の

児
童
・
生
徒
 

貸
付
金
 

　
一
時
金
 
　
1
5
5，
0
0
0
円
 

　
月
額
　
　
 
　
2
0，
0
0
0
円
 

　
入
学
支
度
金
 

　
　
　
　
　
　
4
4，
0
0
0
円
 

貸
付
期
間
 

貸
付
決
定
月
か
ら
中
学
校
卒
業

ま
で
 

返
還
方
法
 

　
20
年
以
内
の
均
等
払
い
（
月
払
い
） 

※
高
校
・
大
学
へ
の
進
学
者
は
そ

の
間
返
還
猶
予
 

問
い
合
わ
せ
先
 

独
立
行
政
法
人
自
動
車
事
故
対

策
機
構
熊
本
支
所
 

　
�
0
9
6
‐
3
2
2
‐
5
2
2
9
 

　
熊
本
県
労
働
委
員
会
で
は
、
賃

金
カ
ッ
ト
や
解
雇
な
ど
労
働
者
と

事
業
主
と
の
間
に
お
け
る
ト
ラ
ブ

ル
解
決
の
お
手
伝
い
を
し
て
い
ま
す
。 

　
ど
う
ぞ
お
気
軽
に
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。
手
続
き
は
簡
単
で
、
費
用

は
一
切
か
か
り
ま
せ
ん
。 

問
い
合
わ
せ
先
 

　
熊
本
県
労
働
委
員
会
事
務
局
 

　
�
0
9
6
‐
3
3
3
‐
2
7
5
3
 

  　
独
立
行
政
法
人
自
動
車
事
故
対

策
機
構
で
は
、
自
動
車
事
故
に
よ

り
脳
・
脊
髄
又
は
胸
腹
部
臓
器
に

損
傷
を
受
け
、
常
時
又
は
随
時
の

介
護
を
必
要
と
す
る
重
度
後
遺
障

害
者
を
抱
え
る
家
族
の
精
神
的
・

肉
体
的
並
び
に
経
済
的
負
担
の
軽

減
を
図
る
た
め
、
介
護
料
を
支
給

し
て
い
ま
す
。 

支
給
対
象
者
 

○
常
時
介
護
 

自
賠
責
保
険
の
等
級
が
、
第
1

級
1
号
又
は
第
1
級
2
号
（
平

成
14
年
4
月
1
日
以
降
の
事
故
） 

自
賠
責
保
険
の
等
級
が
、
第
1

級
3
号
又
は
第
1
級
4
号
（
平

成
14
年
3
月
31
日
以
前
の
事
故
） 

○
随
時
介
護
 

自
賠
責
保
険
の
等
級
が
、
第
2

級
1
号
又
は
第
2
級
2
号
（
平

成
14
年
4
月
1
日
以
降
の
事
故
） 

自
賠
責
保
険
の
等
級
が
、
第
2

級
3
号
又
は
第
2
級
4
号
（
平

成
14
年
3
月
31
日
以
前
の
事
故
） 

介
護
料
 

○
常
時
介
護
 

5
8，
5
7
0
円
〜
1
3
6，

8
8
0
円
 

○
随
時
介
護
 

2
9，
2
9
0
円
〜
5
4，
0
0
0

円
 

※
た
だ
し
、
介
護
に
要
す
る
費
用
（
訪

問
介
護
・
介
護
用
品
購
入
等
）

の
負
担
に
応
じ
て
、
上
限
額
ま

で
の
範
囲
内
で
支
給
し
ま
す
。 

問
い
合
わ
せ
先
 

独
立
行
政
法
人
自
動
車
事
故
対

策
機
構
熊
本
支
所
 

　
�
0
9
6
‐
3
2
2
‐
5
2
2
9
 

  

ス
ポ
ー
ツ
安
全
保
険
に
つ

い
て 
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重
度
後
遺
障
害
者
へ
の
介

護
料
支
給
に
つ
い
て 

サ
イ
バ
ー
犯
罪
に
ご
注
意

を
！ 

灯
油
及
び
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス

消
費
実
態
調
査
モ
ニ
タ
ー

募
集 

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
携
帯
電
話

の
普
及
に
伴
い
、
不
正
ア
ク
セ
ス

や
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
詐
欺
な
ど
の
サ

イ
バ
ー
犯
罪
や
出
会
い
系
サ
イ
ト

に
関
係
し
た
事
件
が
増
加
し
て
い

ま
す
。
被
害
に
遭
わ
な
い
た
め
に

次
の
点
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。 

注
意
点
 

○
パ
ス
ワ
ー
ド
は
、
容
易
に
推
測

で
き
る
も
の
を
避
け
、
定
期
的

に
変
更
し
ま
し
ょ
う
。 

○
I
D
や
パ
ス
ワ
ー
ド
、
個
人
情

報
は
、
む
や
み
に
入
力
し
た
り
、

他
人
に
教
え
た
り
し
な
い
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。 

○
使
用
し
て
い
る
O
S
や
ウ
イ
ル

ス
対
策
ソ
フ
ト
は
常
に
最
新
の

状
態
に
し
ま
し
ょ
う
。 

○
出
会
い
系
サ
イ
ト
に
は
十
分
な

警
戒
が
必
要
で
す
。
ま
た
、18
歳

未
満
の
人
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。 

○
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
取
引
は
、
相
手

を
よ
く
確
認
し
、
代
金
着
払
い

な
ど
の
安
全
な
方
法
を
使
用
し

ま
し
ょ
う
。 

○
怪
し
い
サ
イ
ト
に
は
、
興
味
本

位
で
も
ア
ク
セ
ス
し
な
い
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。 

問
い
合
わ
せ
先
 

　
阿
蘇
警
察
署
 

　
�
2
2
‐
5
1
1
0
 

　（
財
）
日
本
エ
ネ
ル
ギ
ー
経
済
研

究
所
石
油
情
報
セ
ン
タ
ー
は
、
経

済
産
業
省
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
の

委
託
を
受
け
、「
灯
油
・
プ
ロ
パ
ン

消
費
実
態
調
査
」
を
実
施
し
て
い

ま
す
。 

　
当
セ
ン
タ
ー
は
、
本
調
査
の
一

環
と
し
て
、
平
成
20
年
度
に
向
け

て
灯
油
又
は
プ
ロ
パ
ン
を
使
用
の

ご
家
庭
を
対
象
と
し
て
、
こ
の
調

査
に
ご
協
力
い
た
だ
く
モ
ニ
タ
ー

を
募
集
し
て
い
ま
す
。 

調
査
内
容
 

○
月
別
の
使
用
量
及
び
金
額
 

○
利
用
環
境
（
家
族
人
数
）
等
 

調
査
期
間
 

平
成
20
年
4
月
〜
平
成
21
年
3

月
 

※
回
答
は
6
ヶ
月
毎
の
2
回
 

応
募
要
件
 

　
灯
油
又
は
プ
ロ
パ
ン
利
用
世
帯
 

応
募
締
切
 

　
2
月
15
日
（
金
） 

 

応
募
方
法
 

石
油
情
報
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
応
募
、
又
は
「
灯
プ

ロ
モ
ニ
タ
ー
希
望
」
と
明
記
の

う
え
、
住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
、

使
用
し
て
い
る
燃
料
を
記
入
し

て
フ
ァ
ッ
ク
ス
に
よ
り
応
募
し

て
く
だ
さ
い
。 

謝
礼
 

　
図
書
カ
ー
ド
2，
0
0
0
円
分
 

応
募
・
問
い
合
わ
せ
先
 

（
財
）日
本
エ
ネ
ル
ギ
ー
経
済
研

究
所
石
油
情
報
セ
ン
タ
ー
 

　
�
0
3
‐
3
5
3
4
‐
7
4
1
1
 

　
FAX
0
3
‐
3
5
3
4
‐
7
4
2
2
 

    　
県
内
各
地
域
の
ひ
と
り
親
家
庭

の
親
子
・
寡
婦
が
一
堂
に
会
し
、

交
流
と
親
睦
を
深
め
る
と
と
も
に
、

ひ
と
り
親
家
庭
の
組
織
力
の
重
要

性
を
認
識
し
、
今
後
の
活
動
を
よ

り
魅
力
的
に
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
開
催
し
ま
す
。 

日
時
 

3
月
9
日
（
日
） 

10
時
30
分
〜
14
時
 

場
所
 

芦
北
町
民
総
合
セ
ン
タ
ー
 

　
葦
北
郡
芦
北
町
大
字
花
岡
　
　

　
1
7
0
5
‐
1
 

問
い
合
わ
せ
先
 

　
熊
本
県
少
子
化
対
策
課
 

　
�
0
9
6
‐
3
3
3
‐
2
2
2
9

第
5
回
親
子
ふ
れ
あ
い
ま

つ
り 

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ 

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ 

お
知
ら
せ 


